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主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
一
款

生
産
調
整
方
針
（
第
五
条
―
第
七
条
）

目
次
中
「
第
一
款

生
産
調
整
方
針
（
第
五
条
―
第
七
条
）
」
を

第
一
款
の
二

米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う

に
改
め
る
。

者
の
遵
守
事
項
（
第
七
条
の
二
・
第
七
条
の
三
）
」

第
二
章
第
二
節
第
一
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

第
一
款
の
二

米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
の
遵
守
事
項

（
遵
守
事
項
）

第
七
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
は
、
米
穀
の
適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
を
確
保
す
る
た
め
、
農
林
水
産
省
令
で
、
米
穀
の
用
途
別

の
管
理
の
方
法
そ
の
他
の
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
そ
の
業
務
の
方
法
に
関
し
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
勧
告
及
び
命
令
）
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第
七
条
の
三

農
林
水
産
大
臣
は
、
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
を
行
う
者
が
前
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵

守
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
業
務
の
方
法
を
改
善
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は

、
そ
の
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
五
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第

一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県

知
事
が
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
七
条
の
三
第
二
項
又
は
第
三
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
中
「
三
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
を
削
る
。
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第
五
十
九
条
中
「
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
」
を
「
忌
避
し
、
若
し
く
は
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

の
答
弁
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

第
五
十
九
条

第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
米
穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業

を
行
っ
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
六
十
条
中
「
第
五
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
」
に
、
「
又
は
人
に
対
し
て
も
、
」
を
「
に

対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
五
十
六
条
（
第
七
条
の
三
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
五
十
五
条
、
第
五
十
六
条
（
第
七
条
の
三
第
二
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
前
三
条

各
本
条
の
罰
金
刑

第
六
十
二
条
中
「
十
万
円
」
を
「
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
、
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第
二
章
第
二
節
第
一
款
の
次
に
一
款
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
五
十
三
条
、
第
五
十
六
条
及
び
第
六
十
条
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




